
柔 道 競 技  

 

1 日 時  令和8年11月1日（日） 10時開始 

2 会 場  広島県立総合体育館武道場 

          広島市中区基町4－1  ☎（082）228－1111 

3 部 門  (1) 一般の部 

各市・区・町代表1チームの参加とする。 

           ① 種別（団体戦） 

            ア 市区の部 

            イ 町の部 

           ② 競技上の規定及び方法 

国際柔道連盟試合審判規定に準ずるほか、次による。 

            ア チーム編成は、監督1名、選手5名、補員2名、計8名とする。 

              ただし、配列は先鋒から低段位順に配列する。（補員者出場の場合も適

用） なお、選手が５名に満たない場合、先鋒から欠員とし、後ろ詰めに配

列する。 

            イ 試合出場選手5名の合計段数は、市区・町の部ともに15段以下とする。 

            ウ 競技方法は、市区・町の部それぞれ予選リーグを行う。 

            エ 勝敗の決定基準は「一本」「技有」「有効」「僅差」とする。「僅差」と

は、双方の選手間に技による評価がない、又は同等のときに、「指導」差が

２となった場合である。「一本」「技有」「有効」「僅差」以外は「引き分

け」とする。 

なお、チーム間の勝敗は、勝数により決定する。勝数同数の場合は、内

容による。内容も同じ場合は、「引き分け」であった対戦の中から抽選で

１組を選び、ゴールデンスコア方式により必ず優劣を決定する。  

            オ 試合時間は3分とする。 

カ 市区・町の部どちらかの出場チームが3 チーム未満の場合、市区・町の

部を設けず、一般の部として実施する。 

③ 参加資格 

ア 当該年5月1日以前から参加チームの市・区・町に居住している者。 

            イ 当該年4月1日現在、18歳以上の者。 

ウ 過去3年以内各種全国大会に出場した者は参加できない。 

エ 参加者は必ず健康診断を受け、健康であると証明された者。 

(2) スポーツ少年団の部 

            小学3年生以上中学3年生以下で構成されていること。 

           ① 種別 

           （団体戦） 

            ア 小学生（3～4年生）男子の部 

            イ 小学生（5～6年生）男子の部 

ウ 小学生（4～6年生）女子の部 

            エ 中学生男子の部女子の部 

              注）小学生男子の部には、女子も出場できる。ただし、男子の部へ出場

した女子は、女子の部へ出場できない。 



 

           （個人戦） 

            小学3・4・5・6年生中学1・2・3年生の学年別及び男女別 

           ② 競技上の規定及び方法 

             国際柔道連盟試合審判規定「少年大会試合審判規程」に準ずるほか、次に 

よる。 

            ア チーム編成は、男子の部、監督1名、選手5名、補員2名、計8名、 

                     女子の部、監督１名、選手3名、補員2名、計6名とす

る。 

ただし、配列は先鋒から低学年順に配列し、同学年内は「体重の軽い順」

に配列すること。（補員者出場の場合も適用） なお、男子の部で選手が

５名に満たない場合、女子の部で選手が３名に満たない場合、先鋒から欠

員とし、後ろ詰めに配列する。 

              注）（ⅰ）スポーツ少年団に登録している者と未登録者は、同一チーム

編成はできない。 

                （ⅱ）該当学年でチーム編成が困難な場合、スポーツ少年団に登録

している者に限り１学年下位から補充できるものとする。ただし、

中学生の部に小学生は出場できない。 

            イ 団体戦への参加は、各団単位（道場・教室・支部別）各部1チーム、 

個人戦への参加は制限なし。ただし、前記ア注）（ⅱ）により１学年下

位から補充した小学2年生は、個人戦には出場できない。 

            ウ 競技方法はトーナメント方式とする。 

            エ 団体戦の勝敗の決定基準は「一本」「技有」「有効」「僅差」とする。

「僅差」とは、双方の選手間に技による評価がない、又は同等のときに、

「指導」差が２となった場合である。「一本」「技有」「有効」「僅差」以

外は「引き分け」とする。 

なお、試合の勝敗は、勝数により決定する。勝数同数の場合は、内容に

よる。内容も同じ場合は、「引き分け」であった対戦の中から抽選で１組

を選び、ゴールデンスコア方式により必ず優劣を決定する。 

            オ 個人戦は、技による評価が同等の場合、ゴ－ルデンスコアは行わず、旗

による「判定」で勝敗を決定する。 

カ 試合時間は、団体戦・個人戦とも小学生の部2分、中学生の部3分とす

る。 

           ③ 参加資格 

             原則として当該年度スポーツ少年団に登録している指導者・役員・スタッ

フ・団員（小学3年生以上、中学3年生以下）とする。 

4 参 加 申 込  (1) 総則7による。 

            ただし、スポーツ少年団に登録している者と未登録者の参加申込書は、別々に 

作成しそれぞれ申し込みを行う。 

(2) 提出期限 令和8年9月15日（火）厳守 


